
安全なきのこ原木等供給支援事業（継続） 

 

１ 趣    旨  

放射性物質による森林汚染の影響によりきのこ原木等の価格が高騰していることから、きのこ生産者の負担を軽減する取組を行う団

体を支援する。 

 

２ 事 業 内 容 

きのこ生産者のきのこ原木等生産資材導入に要する経費の負担軽減を図る取組について補助する。 

 

３ 事業実施主体   農業協同組合、森林組合等 

 

４ 予 算 額      ２７５，５０１千円 

 

５ 補 助 率   震災前購入にかかる経費（消費税を除く）の１／２以内 

 

６ 事業実施期間   平成２３年度～令和７年度                                         

【担当課：森林林業総室林業振興課 ０２４－５２１－７４３２】 
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安全なきのこ原木等供給支援事業のフロー

○事業主体　生産者への確認　

○農林事務所　事業主体からの提出書類の確認　　
　　補助金交付申請を行う際に添付する補助金算出表を用いて、個々の生産者が
　どこから資材を購入するか確認する。

　　事業主体から直接購入する場合を除き、どこで購入するか、申請先はどこか確認する。　　　　　

県内外の

○原木生産事業者

○おが粉製造事業者

○きのこ種菌メーカー

事 業 主 体

○農業協同組合
○森林組合
○福島県森林・林業・緑化協会 等

事業主体が、組合員、会員であるきのこ生産者
等からの要望に基づき、生産資材の調達、配分
調整等を行う。

県

きのこ原木等の供給

購入代金の支払い

補助金交付申請

補助金の交付

○生産者（きのこ・木炭）

要望 きのこ原木等の納品

東京電力

賠償請求

賠償金支払

（消費税） 6円

生産者
負担

かかり
増し
260円

67円

260円

震災前
（H22)
購入価格
140円

67円 補助金

震災後
購入価格
400円
（税込）

東京電力
賠償
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